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(57)【要約】
【課題】遊技者の興味が低下してしまうのを抑制するこ
とが可能な保留演出が搭載された遊技機を提供すること
。
【解決手段】表示装置９１において保留図柄１０の態様
が変化するのではないかという示唆表示を行った後、保
留図柄１０の態様を変化させる第一演出、または保留図
柄１０の態様がそのまま維持される第二演出のいずれか
一方が実行される保留演出を制御する保留演出制御手段
を備え、保留演出制御手段は、ある当否判定情報に対応
する保留図柄１０に対して保留演出を実行した後、当該
保留演出の開始時点で取得されていた当否判定情報に対
応する保留図柄１０に対して再び保留演出を実行する場
合、先の当該保留演出が第二演出であったときには、後
の当該保留演出が第一演出となるように設定されている
遊技機１とする。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当否判定に関する当否判定情報を所定数記憶可能な記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている前記当否判定情報の存在を示す保留図柄を表示する表示装
置と、
前記表示装置において前記保留図柄の態様が変化するのではないかという示唆表示を行っ
た後、前記保留図柄の態様を変化させる第一演出、または前記保留図柄の態様がそのまま
維持される第二演出のいずれか一方が実行される保留演出を制御する保留演出制御手段と
、
を備え、
　前記保留演出制御手段は、ある前記当否判定情報に対応する前記保留図柄に対して前記
保留演出を実行した後、当該保留演出の開始時点で取得されていたいずれかの前記当否判
定情報に対応する前記保留図柄に対して再び前記保留演出を実行する場合、先の当該保留
演出が前記第二演出であったときには、後の当該保留演出が前記第一演出となるように設
定されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記保留図柄には、複数個所の保留表示位置のそれぞれに対応づけられたものではない
複数種の基本的態様が設定されていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記保留表示位置の数よりも、前記保留図柄の基本的態様の種類の数の方が多いことを
特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　複数の前記保留図柄が表示される際、ある保留図柄の基本的態様とそれとは別の保留図
柄の基本的態様が同じにならないように設定されていることを特徴とする請求項２または
請求項３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記保留図柄の複数種の基本的態様には所定の順番が設定されており、
　前記当否判定情報が取得された順に、それぞれの当否判定情報に対応する前記保留図柄
の基本的態様が前記所定の順番で設定されていくことを特徴とする請求項２から請求項４
のいずれか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、当否判定情報の存在を示す保留図柄を表示する遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような保留図柄を利用した演出として、当否判定結果が当たりとなる可能性が高ま
ったことを保留図柄の態様の変化で示唆する演出（保留演出）が知られている（例えば、
下記特許文献１等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－７９５２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　保留演出には、演出の導入部分として、保留図柄の態様が変化するかもしれないという
表示（いわゆる「煽り」）が実行されるものがある。しかし、場合によっては、このよう
な「煽り」が発生するばかりで実際に保留図柄の態様が変化しない事態が頻発し、遊技者
の興味が低下してしまうという問題があった。
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【０００５】
　本発明は、遊技者の興味が低下してしまうのを抑制することが可能な保留演出が搭載さ
れた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、当否判定に関する当否判
定情報を所定数記憶可能な記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている前記当否判定情報
の存在を示す保留図柄を表示する表示装置と、前記表示装置において前記保留図柄の態様
が変化するのではないかという示唆表示を行った後、前記保留図柄の態様を変化させる第
一演出、または前記保留図柄の態様がそのまま維持される第二演出のいずれか一方が実行
される保留演出を制御する保留演出制御手段と、を備え、前記保留演出制御手段は、ある
前記当否判定情報に対応する前記保留図柄に対して前記保留演出を実行した後、当該保留
演出の開始時点で取得されていたいずれかの前記当否判定情報に対応する前記保留図柄に
対して再び前記保留演出を実行する場合、先の当該保留演出が前記第二演出であったとき
には、後の当該保留演出が前記第一演出となるように設定されていることを特徴とする。
【０００７】
　上記本発明にかかる遊技機は、先の保留演出が第二演出、すなわち保留図柄の態様が変
化しなかった失敗演出となったときには、先の保留演出の開始時点で取得されていた当否
判定情報に対応する保留図柄に対して再び保留演出が実行された場合、当該演出が第一演
出、すなわち保留図柄の態様が変化する成功演出となるように設定されている。つまり、
第二演出が連続して発生することがないから、保留演出に対する遊技者の興味が低下して
しまうのを抑制することが可能である。
【０００８】
　前記保留図柄には、複数個所の保留表示位置のそれぞれに対応づけられたものではない
複数種の基本的態様が設定されているとよい。
【０００９】
　保留図柄の基本的態様が同じであると、先の保留演出（第二演出）の開始時点で取得さ
れていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなのかが分かりにくい。上記構成の
ように、保留図柄の基本的態様が異なるようにすれば、先の保留演出（第二演出）の開始
時点で取得されていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなのか分かりやすくす
ることが可能である。
【００１０】
　前記保留表示位置の数よりも、前記保留図柄の基本的態様の種類の数の方が多いとよい
。
【００１１】
　このように保留表示位置の数よりも保留図柄の基本的態様の種類の数の方が多ければ、
異なる種類の保留図柄を取り違えてしまうおそれが低くなるため、先の保留演出（第二演
出）の開始時点で取得されていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなのかとい
うことをより分かりやすくすることが可能である。
【００１２】
　複数の前記保留図柄が表示される際、ある保留図柄の基本的態様とそれとは別の保留図
柄の基本的態様が同じにならないように設定されているとよい。
【００１３】
　このようにすれば、ある時点で複数の保留図柄が表示されているとき、これらの保留図
柄の基本的態様は各々異なるということであるため、先の保留演出（第二演出）の開始時
点で取得されていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなのかということをより
分かりやすくすることが可能である。
【００１４】
　前記保留図柄の複数種の基本的態様には所定の順番が設定されており、前記当否判定情
報が取得された順に、それぞれの当否判定情報に対応する前記保留図柄の基本的態様が前
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記所定の順番で設定されていくとよい。
【００１５】
　このようにすれば、所定の順序で保留図柄の基本的態様が変化していくため、先の保留
演出（第二演出）の開始時点で取得されていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこま
でなのかということをより分かりやすくすることが可能である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明にかかる遊技機によれば、保留演出に対する遊技者の興味が低下してしまうのを
抑制することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】表示装置（表示領域）に表示された保留図柄を模式的に示した図であり、基本的
態様が順に設定されていく様子を示した図である。
【図３】保留図柄の種類を示した図である。
【図４】（ａ）および（ｂ）に示す示唆表示を経て（ｃ）に示す成功表示がなされる第一
演出と、（ａ）および（ｂ）に示す示唆表示を経て（ｄ）に示す失敗表示がなされる第二
演出を模式的に示した図である。
【図５】演出非突入表示を模式的に示した図である。
【図６】保留演出制御処理の一例を示したフローチャートである。
【図７】保留演出制御処理におけるＳ１で実行される抽選の具体例（抽選テーブル）を示
した図である。
【図８】保留演出としてある保留図柄に対し第二演出が実行された後、同じ保留図柄に対
して再び保留演出が実行されて、当該演出が第一演出となる例を模式的に示した図である
。
【図９】保留演出としてある保留図柄に対し第二演出が実行された後、当該保留図柄とは
異なる保留図柄であって、第二演出が開始された時点で表示されていた別の保留図柄に対
して再び保留演出が実行されて、当該演出が第一演出となる例を模式的に示した図である
。
【図１０】保留図柄の基本的態様が同じである場合に、第二演出が実行された後、新たな
保留図柄Ｔが表示された例を参考として示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明にかかる遊技機１の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【００１９】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する通路を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている
。
【００２０】
　遊技領域９０２には、表示装置９１、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口な
どが設けられている。かかる表示装置９１の表示領域９１１は、遊技盤９０に形成された
開口９０１を通じて視認可能となる領域である。なお、図２、図４、図５、図８、図９は
、表示領域９１１を大まかに記載するが、その形状等は適宜変更可能である（開口９０１
の形状や大きさ、表示装置９１自体の形状や大きさを変更することで表示領域９１１の形
状等を変更することができる）。
【００２１】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
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技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００２２】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００２３】
　大当たりの抽選は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が始動入賞口９０
４への遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動入賞口は複数設けられていて
もよい）。具体的には、始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として乱数源から数値
（本発明における当否判定情報に相当する）が取得され、当該数値が予め定められた大当
たりの数値と同じである場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。本実施
形態では、当該数値が取得された順に当否判定結果の報知が開始される（いわゆる変動が
開始される）こととなるが、ある数値が取得されたときに、それより前に取得された数値
に基づく当否判定結果が報知されている際には、当該ある数値に基づく当否判定結果が開
始されるまで、図示されない制御基板に設けられた記憶手段に記憶される。未だ当否判定
の報知が開始されていない数値（以下単に保留と称することもある）の最大の記憶数（最
大保留数）は適宜設定することができる。本実施形態における記憶手段が記憶できる最大
保留数は、一種の始動入賞口につき四つである。なお、本実施形態では、当否判定の報知
が開始される時点で、取得された数値が大当たりとなる数値か否かが判断されることとな
るが、数値が取得されたときに当否判定を行い、当否判定結果自体を記憶させておく構成
としてもよい（この場合には当否判定結果自体が、当否判定情報の少なくとも一部に相当
することとなる）。また、取得された数値は、当否判定結果を報知する演出の具体的な内
容を決定するための数値としても利用される。
【００２４】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００２５】
　本実施形態にかかる遊技機１では、記憶手段に記憶されている当否判定結果の報知が開
始されていない取得された数値（当否判定情報）のそれぞれに対応するマークである保留
図柄１０が、表示装置９１の表示領域９１１に表示される。具体的には、当否判定を実行
するための数値が取得された順に並ぶよう、保留図柄１０が表示装置９１に表示される。
保留図柄１０は図示されない制御基板に設けられる保留図柄制御手段によって制御される
。本実施形態では、図２に示すように、表示装置９１の表示領域９１１の右下に、表示領
域９１１の下側縁に沿って並ぶよう（当否判定結果の報知の開始が早い順に左から並ぶよ
う）表示される。
【００２６】
　保留図柄１０は、表示される態様として複数種の態様が設定されている。具体的には、
通常態様１０ｎと、一または複数種の特殊態様１１ｓ～１３ｓが設定されている。本実施
形態では、通常態様１０ｎおよび特殊態様１１ｓ～１３ｓの保留図柄１０の基本的態様と
して、複数種の態様が設定されている。図３に示すように、本実施形態では、基本的態様
Ａ～Ｈの八種類が設定されている。基本的態様の差異の設定手法としては、キャラクタの
種類の差異により設定することが例示できる。遊技者が、態様が異なるものであることを
理解することができるものであれば、その設定手法はどのようなものであってもよい。
【００２７】
　本実施形態における保留図柄１０は次のように制御される。保留図柄１０の複数種の基
本的態様には所定の順番が設定されている。図３に示すように、本実施形態では、基本的
態様として設定されたキャラクタＡ～キャラクタＨのそれぞれに、順番１～順番８が設定
されている。順番８の次は順番１である。なお、ここでいう順番の数字は形式的なもので
あり、順番１が設定されたキャラクタＡが「最初」という意味ではない。例えば、図３に
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示したものは、キャラクタＨ、キャラクタＡ、キャラクタＢ、キャラクタＣ、キャラクタ
Ｄ、キャラクタＥ、キャラクタＦ、キャラクタＧのそれぞれに、順番１～順番８が設定さ
れた構成とみることも（キャラクタＨが順番１であるとみることも）できる。
【００２８】
　保留表示制御手段は、記憶手段に当否判定情報が記憶される度に保留図柄１０を所定の
保留表示位置（４１～４４のいずれか）に表示していく。この際、新たに表示する保留図
柄１０の基本的態様の種類（キャラクタの種類）は、一つ前の保留表示位置に表示されて
いる保留図柄１０（前回表示された保留図柄１０）の基本的態様（キャラクタ）の順番の
、次の順番に相当する基本的態様（キャラクタ）とする（図２（ａ）等参照）。例えば、
一つ前の保留表示位置に基本的態様がキャラクタＤである保留図柄１０が表示されている
のであれば、新たに表示する保留図柄１０の基本的態様をキャラクタＥとする。
【００２９】
　保留数は、当否判定結果の報知が完了することによって減り（図２（ａ）（ｂ）参照）
、始動入賞口９０４に遊技球が入賞することによって増える（図２（ｂ）（ｃ）参照）。
つまり、保留数は遊技の経過とともに変化していく。したがって、表示装置９１に表示さ
れる保留図柄１０の数は一定ではない。そして、保留図柄１０の基本的態様は予め設定さ
れた順番通りに設定されてくものである。ゆえに、複数種の基本的態様のそれぞれは、各
保留表示位置４１～４４に対応づけられたものではない。つまり、第一保留表示位置４１
に表示される保留図柄１０に対してある種の基本的態様が必ず設定される、といったよう
に、第一保留表示位置４１～第四保留表示位置４１のそれぞれに表示される基本的態様（
本実施形態でいうキャラクタ）が必ず同じになるというものではなく、保留図柄１０の基
本的態様が継続的に変化するものである。したがって、保留図柄１０に対する遊技者の興
味（遊技の趣向性）を高めることが可能である。
【００３０】
　このような複数種の基本的態様が設定されていることを前提として、本実施形態では、
図３に示すように特殊態様として三種の態様（第一特殊態様１１ｓ～第三特殊態様１３ｓ
）が設定されている。各保留図柄１０が表示されたときにおける当該保留図柄１０に対応
する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性（いわゆる大当たり信頼度）は、通常態様１０
ｎよりも特殊態様１１ｓ～１３ｓの方が高い。また、特殊態様１１ｓ～１３ｓ同士で比較
すれば、第一特殊態様１１ｓが最も低く、第三特殊態様１３ｓが最も高い（第二特殊態様
１２ｓのいわゆる大当たり信頼度は、第一特殊態様１１ｓより高く、第三特殊態様１３ｓ
より低い）。したがって、遊技者は、特殊態様１１ｓ～１３ｓが表示されること、および
特殊態様１１ｓ～１３ｓが表示されるのであればより大当たり信頼度の高い特殊態様が表
示されることを願いつつ遊技することとなる。
【００３１】
　上述したように、本実施形態における保留図柄１０は、設定された順番通りにその基本
的態様が変化していく。そして、保留図柄１０を特殊態様１１ｓ～１３ｓのいずれかとす
ることが決定された場合、基本的態様の法則性を維持したまま、通常態様１０ｎとは異な
る態様であることが認識できるような図柄を、特殊態様１１ｓ～１３ｓの保留図柄１０と
して設定する。通常態様１０ｎと特殊態様１１ｓ～１３ｓの形態（見た目）の差異、各特
殊態様１１ｓ～１３ｓ同士の形態（見た目）の差異は、当該差異を遊技者が認識可能であ
ればどのようなものであってもよい。本実施形態では、通常態様１０ｎおよび各特殊態様
１１ｓ～１３ｓとでは、少なくともその色が異なるように設定されている。具体的には、
図３に示すように、通常態様１０ｎは無色（白）、第一特殊態様１１ｓは青色、第二特殊
態様１２ｓは緑色、第三特殊態様１３ｓは赤色に設定されている。なお、各図においては
、当該特殊態様１１ｓ～１３ｓが発現する「色」を便宜的に文字で示している。つまり、
例えば、基本的態様がキャラクタＢに設定されるべき保留図柄１０を第二特殊態様１２ｓ
とする場合には、当該キャラクタＢの態様を維持しつつ、その図柄の内部や外側を緑に着
色させたような表示を行う。このように、本実施形態では、保留図柄１０の基本的態様が
順に変化していくようにしつつ、いわゆる大当たり信頼度を高まったことを特殊態様の保
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留図柄１０（基本的態様は上記順番に基づき設定（維持）される）とすることによって示
す。
【００３２】
　本実施形態にかかる遊技機１には、当該保留図柄１０を利用した保留演出（保留変化演
出）が搭載されている。保留演出は、一旦表示装置９１に表示された保留図柄１０が、よ
り当否判定結果が大当たりとなる蓋然性の高いものに変化する可能性があるものである。
当該保留演出は、示唆表示および結果表示を含む。
【００３３】
　示唆表示は、保留図柄１０の態様が変化するのではないか、ということを遊技者に示唆
するものであって、保留演出の導入部分である。本実施形態では、保留図柄１０に作用す
る演出図柄２０を表示する。例えば、保留図柄１０に向かって移動し、当該演出図柄２０
が保留図柄１０に衝突するような映像を表示する（図４（ａ）（ｂ）参照）。当該演出図
柄２０を移動させる別の図柄３０（キャラクタ等）を表示してもよい。例えば、キャラク
タが演出図柄２０を保留図柄１０に向かって投げ、当該演出図柄２０が少なくとも一つの
保留図柄１０に衝突するような映像を表示することで、示唆表示を構成する。なお、「保
留図柄１０に作用する」とは、実際に演出図柄２０が保留図柄１０に接触しているような
表示がなされることだけでなく、演出図柄２０が保留図柄１０に何かしらの影響を与えて
いることが理解できるものであればよい。また、保留図柄１０の態様が変化するのではな
いか、ということを遊技者に示唆するものであれば、示唆表示の構成はどのようなもので
あってもよい。
【００３４】
　一方、本実施形態では、演出図柄２０を表示するものの、当該演出図柄２０が保留図柄
１０に作用せずに終わる演出非突入表示が実行されることがある（図５参照）。つまり、
演出非突入表示は、遊技者に保留演出（示唆表示）に突入するかと思わせるための演出で
あるといえる。このような演出非突入表示が実行可能に構成されていることの作用につい
ては後述する。
【００３５】
　保留演出の結果表示は、示唆表示がなされた後実行されるものであって、結果として保
留図柄１０が変化する成功表示（図４（ｃ）参照）と、保留図柄１０が変化せずそのまま
の態様が維持される失敗表示（図４（ｄ）参照）とに区分けされる。成功表示や失敗表示
の具体的な表示態様はどのようなものであってもよい。成功表示や失敗表示のそれぞれが
、複数種の表示態様を含んでいてもよい。
【００３６】
　このように、本実施形態における保留演出は、示唆表示と結果表示を含み、結果表示と
して成功表示と失敗表示が設定されている。つまり、示唆表示から成功表示に至る（図４
の（ａ）→（ｂ）→（ｃ）という流れの演出となる）保留演出（以下、第一演出と称する
こともある）と、示唆表示から失敗表示に至る（図４の（ａ）→（ｂ）→（ｄ）という流
れの演出となる）保留演出（以下、第二演出と称することもある）とが設定されている。
内部的な抽選等によって保留図柄１０を変化させることが決定された場合には、（最終的
には）第一演出が実行されることとなる。
【００３７】
　図示しない保留演出制御手段（本実施形態では、演出等を制御するサブ制御基板に設け
られている）は、図６に示すフロー（保留演出制御処理）に沿って保留演出の内容を決定
する。なお、本実施形態における保留演出は、通常態様１０ｎの保留図柄１０がいずれか
の特殊態様１１ｓ～１３ｓに変化する可能性を示すという演出形態となっているため、当
該演出の制御処理について説明する。当該保留演出以外の保留図柄１０を用いた演出が設
定されていてもよいが、その演出の制御については説明を省略する。
【００３８】
　通常態様１０ｎの保留図柄１０が表示されたとき、当該保留図柄１０に対応する当否判
定結果の報知が開始されるまでの間に、特殊態様１１ｓ～１３ｓに変化させるかどうかを
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抽選により決定する（Ｓ１）。具体的には、当該保留図柄１０に対応する当否判定情報が
大当たりとなるものであるかどうかに基づき、当該保留図柄１０を特殊態様１１ｓ～１３
ｓさせるか否か、特殊態様１１ｓ～１３ｓとする場合には、複数種の特殊態様１１ｓ～１
３ｓのうちのいずれを設定するかを決定する。本実施形態では、当該保留図柄１０に対応
する当否判定が大当たりとなるものである場合には大当たり時抽選テーブル（図７（ａ）
参照）に基づき抽選し、はずれとなるものである場合にははずれ時抽選テーブル（図７（
ｂ）参照）に基づき抽選する。なお、当該抽選態様はあくまで例示である。例えば、保留
図柄１０が表示されたときの当該保留図柄１０の位置（当否判定結果が開始されるまでの
順）が、保留図柄１０を特殊態様１１ｓ～１３ｓとするか否かの判断に影響を与えるもの
としてもよい。
【００３９】
　当該抽選によって保留図柄１０の態様を変化させないこと、すなわち通常態様１０ｎが
維持されることが決定された場合（Ｓ１「Ｎｏ」）には、当該保留図柄１０に対し第二演
出を実行するかどうかを判断する（Ｓ２）。つまり、当該保留図柄１０に対し、示唆表示
を経て失敗表示をする保留演出を発生させるか否かを判断する。当該判断（抽選）はどの
ようなものであってもよいが、遊技者にとって喜ばしい演出ではない第二演出が発生する
頻度を決定するものとなるため、その割合を程よくすることが求められる。第二演出を実
行することが決定された場合（Ｓ２「Ｙｅｓ」）には、当該保留図柄１０に対し第二演出
を設定する（Ｓ３）。第二演出として複数種の内容が設定されているのであれば、当該演
出内容や演出を実行するタイミング等を決定する。
【００４０】
　Ｓ１において保留図柄１０を特殊態様１１ｓ～１３ｓとすることが決定されたというこ
とは、最終的には必ず第一演出が発生するということである。この場合、第二演出を経た
第一演出を発生させるか否かを判断する（Ｓ４）。第二演出を経ずに第一演出を発生させ
ることが決定された場合（Ｓ４「Ｎｏ」）には、当該保留図柄１０に対し第一演出を設定
する（Ｓ５）。第一演出として複数種の内容が設定されているのであれば、当該演出内容
や演出を実行するタイミング等を決定する。
【００４１】
　一方、第二演出を経た第一演出を発生させることが決定された場合（Ｓ４「Ｙｅｓ」）
には、先に実行する第二演出と、その後実行される第一演出を設定する（Ｓ６）。具体的
には、先に実行される第二演出の内容や実行するタイミング、その後実行する第一演出の
内容や実行するタイミングを決定する。本実施形態では、第二演出を経た第一演出を発生
させることが決定された時点、（遊技者にとってみれば、第二演出となる示唆表示が開始
された時点）で表示されていたいずれかの保留図柄１０に対し、保留演出（示唆表示）が
再び実行された場合には、当該演出が第一演出となるように設定されている。
【００４２】
　具体的には、図８（ａ）、図９（ａ）に示すように、第二演出（示唆表示）が開始され
た時点で基本的態様Ｈ、Ａ、Ｂの三種の保留図柄１０が表示されていた場合、これらの保
留図柄１０のいずれかに対し再び保留演出（示唆表示）が実行された場合には、その演出
は第一演出となるように設定される。したがって、図８に示すように、基本的態様Ｈ、Ａ
、Ｂの保留図柄１０が表示されているときに、基本的態様Ｂの保留図柄１０に対して第二
演出が実行され、その後再び基本的態様Ｂの保留図柄１０に対してなされる保留演出が第
一演出となる場合もあるし、図９に示すように、基本的態様Ｈ、Ａ、Ｂの保留図柄が表示
されているときに、基本的態様Ｈの保留図柄に対して第二演出が実行され、その後基本的
態様Ｂの保留図柄に対してなされる保留演出が第一演出となる場合もある。
【００４３】
　このように、Ｓ６では、基本的態様が同じである（すなわち、対応する当否判定情報が
同じである）保留図柄１０に対し、第二演出を実行した後、第一演出を実行する演出の流
れ（対象保留同一演出）とするか、第二演出を実行する保留図柄１０と、第一演出を実行
する保留図柄１０を異なるもの（対象保留変化演出）とするかを決定する。対象保留同一
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演出が発生した場合と、対象保留変化演出が発生した場合とでは、最終的に特殊態様１１
ｓ～１３ｓに変化する保留図柄１０に対応する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性（い
わゆる大当たり信頼度）が異なるように設定してもよい。
【００４４】
　Ｓ３、Ｓ５、Ｓ６で設定された保留演出の内容（データ）は、表示装置９１を制御する
手段に送信される（Ｓ７）。
【００４５】
　以上のように、本実施形態における保留演出は、遊技者にとってみれば、ある保留図柄
１０に対して図８（ａ）～（ｃ）や図９（ａ）～（ｃ）に示すような第二演出が発生した
後、当該第二演出の開始時点で表示されていたいずれかの保留図柄１０に対し再び保留演
出が発生した場合には、当該保留演出は必ず図８（ｄ）～（ｆ）や図９（ｄ）～（ｆ）に
示すような第一演出になるということである。換言すれば、ある保留図柄１０に対して図
８（ａ）～（ｃ）や図９（ａ）～（ｃ）に示すような第二演出が発生した後、当該第二演
出の開始時点で表示されていたいずれかの保留図柄１０に対し図８（ｄ）（ｅ）や図９（
ｄ）（ｅ）に示すような示唆表示がなされた場合には、その後図８（ｆ）や図９（ｆ）に
示すような成功表示がなされ、保留図柄１０が特殊態様１１ｓ～１３ｓのいずれかに変化
するということである。
【００４６】
　このように、本実施形態にかかる遊技機１は、ある当否判定に対応する保留図柄１０に
対し実行された先の保留演出が第二演出、すなわち保留図柄１０の態様が変化しなかった
失敗演出となったときには、当該第二演出の開始時点で表示されていたいずれかの保留図
柄１０に対してその後に保留演出が実行された（示唆表示がなされた）場合、当該演出が
第一演出、すなわち保留図柄１０の態様が変化する成功演出となるように設定されている
。つまり、第二演出が実行されていたときに表示されていた保留図柄１０に対し、再び第
二演出が発生することがないから、保留演出に対する遊技者の興味が低下してしまうのを
抑制することが可能である。
【００４７】
　また、本実施形態では、保留図柄１０として、複数個所の保留表示位置４１～４４のそ
れぞれに対応づけられたものではない複数種の基本的態様が設定されている。つまり、一
般的な遊技機では、特殊な態様に変化しない場合、各保留表示位置に表示される図柄の態
様が同じであったり、保留表示位置のそれぞれに図柄の態様が対応づけられたりしている
ところ、本実施形態では、保留図柄１０の基本的態様が各保留表示位置４１～４４に対応
づけられたものではないため、第二演出が開始された時点で表示されていた保留図柄１０
がどの範囲までなのかが分かりやすい。
【００４８】
　例えば、図９に示した例でいえば、第二演出が開始された時点で表示されていたのは基
本的態様Ｈ、Ａ、Ｂの保留図柄１０である（図９（ａ）参照）。つまり、これらの保留図
柄１０（以下、演出対象図柄と称することもある）に対し再び保留演出が実行された場合
には、当該演出が第一演出となる。よって、当該法則を察知等した遊技者は、演出対象図
柄を把握し、当該演出対象図柄となる保留図柄１０に対し再び保留演出が発生することを
願うこととなる。仮に、保留表示位置に表示される図柄の態様が同じであったり、保留表
示位置のそれぞれに図柄の態様が対応づけられたりしていると、当否判定結果の報知によ
る保留図柄の減少（順番の繰り上がり）や、始動入賞口への新たな遊技球の入賞による保
留図柄の増加により、演出対象図柄がどの範囲までなのかが分かりにくい。図１０に示す
ように、保留図柄１０’の態様（基本的態様）が全て同じであると、第二演出が開始され
た時点では表示されていなかった保留図柄１０’が、その後新たに表示された場合（Ｔで
示す保留図柄１０’が表示された場合）、演出対象図柄はＳで示す保留図柄１０’までで
あるにも拘わらず、当該新たに表示されたＴで示す保留図柄１０’も演出対象図柄なので
はないかと勘違いするおそれがある。演出対象図柄を完全に把握するためには、保留図柄
１０’の増減に注目し続けるしかない。
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【００４９】
　一方、本実施形態では、各保留図柄１０の基本的態様は異なり、ある当否判定情報に対
応する保留図柄１０の保留表示位置が変わった場合であっても、各保留図柄１０に対応づ
けられた基本的態様は変化しない。よって、図９に示すように、途中で新たな保留図柄１
０（基本的態様Ｃ）が表示されるような場合であっても、演出開始時点で遊技者が基本的
態様Ｂの保留図柄１０までが演出対象図柄であると把握しておけば、上記のような勘違い
が発生することはない。
【００５０】
　そして、本実施形態では、保留表示位置４１～４４の数よりも保留図柄１０の基本的態
様の種類の数の方が多いため、異なる種類の保留図柄１０を取り違えてしまうおそれが低
い。したがって、演出対象図柄の範囲をより分かりやすくすることが可能である。
【００５１】
　また、本実施形態では、保留表示位置４１～４４の数よりも基本的態様の種類の数が多
く、基本的態様は所定の順番で設定されていくため、ある時点で複数の保留図柄１０が表
示されているとき、これらの保留図柄１０の基本的態様は各々異なることになる。ゆえに
、演出対象図柄の範囲をより分かりやすくすることが可能である。
【００５２】
　また、本実施形態では、基本的態様は所定の順番で設定されていくため、演出対象図柄
の範囲をより分かりやすくすることが可能である。
【００５３】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００５４】
　上記実施形態における保留演出は、通常態様１０ｎの保留図柄１０がいずれかの特殊態
様１１ｓ～１３ｓになるかどうかを遊技者に示すものであることを説明したが、いずれか
の特殊態様の保留図柄１０が、当該時点での態様とは異なる特殊態様になるかどうかを遊
技者に示すものであってもよい。つまり、保留演出は、ある特殊態様から別の特殊態様に
変化する可能性がある演出としてもよい。このような保留演出についても同様の技術思想
が適用可能である。
【００５５】
　上記実施形態では、演出図柄２０が保留図柄１０に作用せずに終わる演出非突入表示（
図４参照）が実行される場合があることを説明したが、このような演出非突入表示が実行
されることがない構成としてもよい。つまり、演出図柄２０が表示されれば、当該演出図
柄２０が保留図柄１０に作用する示唆表示が必ず実行される構成としてもよい。
【００５６】
　また、演出非突入表示として図４に示したような表示を示唆表示とする設定としてもよ
い。つまり、演出図柄２０が保留図柄１０に作用するような表示がなされるか否かを示唆
表示の要件とせず、演出図柄２０が表示されたことを示唆表示の要件とし、演出図柄２０
が表示されたにも拘わらず、保留図柄１０の変化が発生しなかったケースが二連続で発生
しないように設定された構成としてもよい。この場合には、演出図柄２０が二回発生する
と、必ず少なくとも一回の保留図柄１０の態様変化が発生することとなる。
【００５７】
　上記実施形態では、各保留図柄１０は表示領域９１１の下側縁に沿って（右下に）表示
されることを説明したが、当該表示箇所は例示にすぎない。
【００５８】
　また、上記実施形態では、各保留図柄１０は各種演出等が実行されるメインの表示装置
９１に表示されるものであることを説明したが、メインの表示装置９１以外の表示装置に
表示されるものについても同様の技術思想が適用可能である。保留図柄１０が表示される
表示装置が、保留図柄１０を表示するためだけに設けられた表示装置であってもよい。
【符号の説明】
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【００５９】
１　遊技機
１０　保留図柄
１０ｎ　通常態様
１１ｓ　第一特殊態様
１２ｓ　第二特殊態様
１３ｓ　第三特殊態様
２０　演出図柄
４１　第一保留表示位置
４２　第二保留表示位置
４３　第三保留表示位置
４４　第四保留表示位置
９１　表示装置
９１１　表示領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月20日(2016.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当否判定に関する当否判定情報を所定数記憶可能な記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている前記当否判定情報の存在を示す図柄であって、複数個所の
保留表示位置のそれぞれに対応づけられたものではなく、当否判定結果を示唆するもので
はない基本的態様を含む保留図柄を表示する表示装置と、
前記表示装置において前記保留図柄の態様が変化するのではないかという示唆表示を行っ
た後、前記保留図柄の態様を前記基本的態様は維持しつつ変化させる第一演出、または前
記保留図柄の態様が前記基本的態様を含めてそのまま維持される第二演出のいずれか一方
が実行される保留演出を制御する保留演出制御手段と、
を備え、
　前記保留演出制御手段は、ある前記当否判定情報に対応する前記保留図柄に対して前記
保留演出を実行した後、当該保留演出の開始時点で取得されていた対象当否判定情報のう
ちのいずれかの前記当否判定情報に対応する前記保留図柄に対して再び前記保留演出を実
行する場合、先の当該保留演出が前記第二演出であったときには、後の当該保留演出が前
記第一演出となるように設定されており、
　複数の前記保留図柄が表示される際、ある保留図柄の基本的態様とそれとは別の保留図
柄の基本的態様が同じにならないように設定され、
前記保留図柄は、前記対象当否判定情報のそれぞれに対応するものを含め、その保留表示
位置が変化したとしても、それぞれの基本的態様が維持されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記保留表示位置の数よりも、前記保留図柄の基本的態様の種類の数の方が多いことを
特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記保留図柄の複数種の基本的態様には所定の順番が設定されており、
　前記当否判定情報が取得された順に、それぞれの当否判定情報に対応する前記保留図柄
の基本的態様が前記所定の順番で設定されていくことを特徴とする請求項１または請求項
２に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、当否判定に関する当否判
定情報を所定数記憶可能な記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている前記当否判定情報
の存在を示す図柄であって、複数個所の保留表示位置のそれぞれに対応づけられたもので
はなく、当否判定結果を示唆するものではない基本的態様を含む保留図柄を表示する表示
装置と、前記表示装置において前記保留図柄の態様が変化するのではないかという示唆表
示を行った後、前記保留図柄の態様を前記基本的態様は維持しつつ変化させる第一演出、
または前記保留図柄の態様が前記基本的態様を含めてそのまま維持される第二演出のいず
れか一方が実行される保留演出を制御する保留演出制御手段と、を備え、前記保留演出制
御手段は、ある前記当否判定情報に対応する前記保留図柄に対して前記保留演出を実行し
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た後、当該保留演出の開始時点で取得されていた対象当否判定情報のうちのいずれかの前
記当否判定情報に対応する前記保留図柄に対して再び前記保留演出を実行する場合、先の
当該保留演出が前記第二演出であったときには、後の当該保留演出が前記第一演出となる
ように設定されており、複数の前記保留図柄が表示される際、ある保留図柄の基本的態様
とそれとは別の保留図柄の基本的態様が同じにならないように設定され、前記保留図柄は
、前記対象当否判定情報のそれぞれに対応するものを含め、その保留表示位置が変化した
としても、それぞれの基本的態様が維持されることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、保留図柄の基本的態様が同じであると、先の保留演出（第二演出）の開始時点で
取得されていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなのかが分かりにくい。上記
構成のように、保留図柄の基本的態様が異なるようにすれば、先の保留演出（第二演出）
の開始時点で取得されていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなのか分かりや
すくすることが可能である。
　また、ある時点で複数の保留図柄が表示されているとき、これらの保留図柄の基本的態
様は各々異なるということであるため、先の保留演出（第二演出）の開始時点で取得され
ていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなのかということをより分かりやすく
することが可能である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　また、上記実施形態では、各保留図柄１０は各種演出等が実行されるメインの表示装置
９１に表示されるものであることを説明したが、メインの表示装置９１以外の表示装置に
表示されるものについても同様の技術思想が適用可能である。保留図柄１０が表示される
表示装置が、保留図柄１０を表示するためだけに設けられた表示装置であってもよい。
　以下、上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を列挙する。
　手段１にかかる遊技機は、当否判定に関する当否判定情報を所定数記憶可能な記憶手段
と、前記記憶手段に記憶されている前記当否判定情報の存在を示す保留図柄を表示する表
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示装置と、前記表示装置において前記保留図柄の態様が変化するのではないかという示唆
表示を行った後、前記保留図柄の態様を変化させる第一演出、または前記保留図柄の態様
がそのまま維持される第二演出のいずれか一方が実行される保留演出を制御する保留演出
制御手段と、を備え、前記保留演出制御手段は、ある前記当否判定情報に対応する前記保
留図柄に対して前記保留演出を実行した後、当該保留演出の開始時点で取得されていたい
ずれかの前記当否判定情報に対応する前記保留図柄に対して再び前記保留演出を実行する
場合、先の当該保留演出が前記第二演出であったときには、後の当該保留演出が前記第一
演出となるように設定されていることを特徴とする。
　手段１にかかる遊技機は、先の保留演出が第二演出、すなわち保留図柄の態様が変化し
なかった失敗演出となったときには、先の保留演出の開始時点で取得されていた当否判定
情報に対応する保留図柄に対して再び保留演出が実行された場合、当該演出が第一演出、
すなわち保留図柄の態様が変化する成功演出となるように設定されている。つまり、第二
演出が連続して発生することがないから、保留演出に対する遊技者の興味が低下してしま
うのを抑制することが可能である。
　手段２にかかる遊技機は、手段１に記載の遊技機において、前記保留図柄には、複数個
所の保留表示位置のそれぞれに対応づけられたものではない複数種の基本的態様が設定さ
れていることを特徴とする。
　保留図柄の基本的態様が同じであると、先の保留演出（第二演出）の開始時点で取得さ
れていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなのかが分かりにくい。上記手段２
にかかる遊技機のように、保留図柄の基本的態様が異なるようにすれば、先の保留演出（
第二演出）の開始時点で取得されていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなの
か分かりやすくすることが可能である。
　手段３にかかる遊技機は、手段２に記載の遊技機において、手段前記保留表示位置の数
よりも、前記保留図柄の基本的態様の種類の数の方が多いことを特徴とする。
　手段３の遊技機のように保留表示位置の数よりも保留図柄の基本的態様の種類の数の方
が多ければ、異なる種類の保留図柄を取り違えてしまうおそれが低くなるため、先の保留
演出（第二演出）の開始時点で取得されていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこま
でなのかということをより分かりやすくすることが可能である。
　手段４にかかる遊技機は、手段２または手段３に記載の遊技機において、複数の前記保
留図柄が表示される際、ある保留図柄の基本的態様とそれとは別の保留図柄の基本的態様
が同じにならないように設定されているとよい。
　手段４の遊技機のようにすれば、ある時点で複数の保留図柄が表示されているとき、こ
れらの保留図柄の基本的態様は各々異なるということであるため、先の保留演出（第二演
出）の開始時点で取得されていた当否判定情報に対応する保留図柄がどこまでなのかとい
うことをより分かりやすくすることが可能である。
　手段５にかかる遊技機は、手段２から手段４のいずれかに記載の遊技機において、前記
保留図柄の複数種の基本的態様には所定の順番が設定されており、前記当否判定情報が取
得された順に、それぞれの当否判定情報に対応する前記保留図柄の基本的態様が前記所定
の順番で設定されていくとよい。
　手段５にかかる遊技機のようにすれば、所定の順序で保留図柄の基本的態様が変化して
いくため、先の保留演出（第二演出）の開始時点で取得されていた当否判定情報に対応す
る保留図柄がどこまでなのかということをより分かりやすくすることが可能である。
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